
公益社団法人日本歯科医師会役員の報酬等及び費用に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人日本歯科医師会定款（以下「定款」という。）第３２条の規

定に基づき、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬等(報酬、賞与及び退職慰労金を

いう。) 及び費用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第２条 役員には、報酬等を支給する。 

２ 退職慰労金は、役員として勤務し、かつ、任期の満了、辞任又は死亡により役員を退任した

者に支給する。 

３ 退職慰労金は、引き続いて役員として選任された場合には、最終任期満了の時に一括して支

給する。 

 

（費用の支給） 

第３条 役員には、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む。）等の費用につい

て実費を支給することができる。 

（報酬等の額の算定方法） 

第４条 役員に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

一 報酬 別表第１に定める額 

二 賞与 別表第２に定める算式により算出される額を上限とした理事会で決定した額 

三 退職慰労金 別表第３に定める算式により算出される額 

 

（報酬等の支給方法） 

第５条 役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号

に定める時期とする。 

一 報酬 毎月２３日（その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前におい

て、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日） 

二 賞与 毎年６月及び１２月 

三 退職慰労金 任期の満了、辞任又は死亡により役員を退任した後６ヵ月以内 

２ 報酬等は、通貨をもって本人（死亡により退任した者の退職慰労金にあっては、その遺族。

以下同じ。）に支払う。ただし、本人から申し出があったときは、本人の指定する本人名義の

金融機関の口座に振り込むことができる。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

 

（審議会） 

第６条 理事会が、役員の報酬等に係る議案を代議員会に諮るに際して、会長は役員の報酬等及

び費用に関し必要な事項について、役員報酬算定審議会に諮問し、理事会はその答申を参考と

することができる。 



２ 役員報酬算定審議会は、委員５名をもって構成するものとし、代議員会の承認を経て会長が

委嘱する。 

３ 委員の任期は、選任後最初の７月１日から２年間とする。 

 

附 則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定め

る公益法人の設立の登記の日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月２５日から施行する。 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

役職名 報酬の額 

会長 月額 525,000円 

副会長 月額 399,000円 

専務理事 月額 787,500円 

常務理事 月額 399,000円 

理事 月額 136,500円 

常務監事 月額 399,000円 

監事 月額 136,500円 
 

 

別表第２（第４条関係） 

６月の賞与 ： 報酬の月額×３ 

１２月の賞与 ： 報酬の月額×３ 
 

 

別表第３（第４条関係） 

定額÷１２×在職月数 

役職名 定額 

会長 3,000,000円

副会長 2,800,000円

専務理事 3,900,000円

常務理事 2,700,000円

理事 1,100,000円

常務監事 2,700.000円

監事 1,100,000円
 

 


